
※口座振替を利用している事業場はP.34もご覧ください。
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11
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15

令和６年3月31日
以前のもの

19

保険料率
保  険  料  額

基準料率 ﾒﾘｯﾄ料率

31

平成27年3月31日
以前のもの

円
18

円

89
平成30年3月31日
以前のもの 79

千円 1000分の 1000分の

業種
番号 事 業 の 種 類 事業開始時期 請  負  金  額

労務
費率 賃  金  総  額

労 働 保 険 等 事業主控
年度一括有期事業総括表　（建設の事業）

労 働 保 険 番 号
府  県 所掌 管  轄 基  幹  番  号 枝  番  号

一括有期事業報告書 枚添付

21,735
12,652

239,085
120,194

5,780 69,360

428,63940,167

80340,167

55,009,414

（6,000,000）
22,000,700　

ＸＸ１０１６００１０１０００

94,500,000

令和６

２ ６ ２ ７

２ ７ ２ ８

27

建築事業

1,000,000

0.02

6,886

6,886 342,516 1,407 343,923335,630

335,628

335,628

335,628

335,628  ××× ×××× XXXX　  ＸＸ　  ＸＸＸＸ

101600101

4 2 8 6 3 9

4 2 8 6 3 9

８ 0 3

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3

20

4 2 8 6 3 9

4 2 8 6 3 9４ 0 １ 6 7

４ 0 １ 6 7

４ 0 １ 6 7

メリット

メリット

OO市 OO OｰOｰO

代表取締役ＯＯＯＯ

株式会社OO工務店

OO市 OO OｰOｰO

株式会社OO工務店

7

0

0

6

79 79

内訳、納付額の金額の訂正はできません。（もし書き損じた場
合は新しい領収済通知書（納付書）により納付してください。）

令和6 2倍を上ま
2分の1 令和6

428,639円
7 142,879円（余り2円）

142,881円　（←余り2円加算）
142,879円
142,879円

令和7

P.7 の「電子申請のための「アクセスコード」について」を

令和6

　メリット制適用事業場においてはここに「メリット」と印字
されています。
※P.43をご確認ください。

なお、確定保険料の不足額及び一般拠出金は延納できません
ので第1期に納付してください。

「法人番号」欄が空欄の場合は記入してください。
※法人番号は国税庁から通知される13桁の番号です。
※個人事業主の場合は、13桁すべてに「0」を記入してください。
※法人番号が誤っている場合は、訂正してください。

※充当の例　P.22以降を参照してください。

⑩（イ）欄の金額が多い場合
⑩（イ）欄

400,000円 428,639円 28,639円

㉛欄　「法人番号」

一般拠出金算定基礎額

10 申告書の記入にあたって（建設の事業）

　　2倍を上まわるもしくは2分の1を下まわる場合の計算方法については、最
寄りの労働基準監督署、労働局へお問い合わせください。（　　　　　　　      　　　　　　　　　）



※口座振替を利用している事業場はP.34もご覧ください。
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